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スマート変更登記のご利用方法スマート変更登記のご利用方法

住所・名前の変更登記について知りたいときは住所・名前の変更登記について知りたいときは
知りたかった!!

全国の法務局では、
手続案内（予約制）を行っています

各法務局の案内
についてはこちらから

ウェブ登記手続案内
についてはこちらから

専門家（司法書士、弁護士）に相談
したい場合は、こちら

日本司法書士会連合会
のホームページ

日本弁護士連合会
のホームページ

検索用情報の申出をするだけ！ 詳しくはこちら
（法務省HP）

個人
の方

会社法人等番号の申出をするだけ！ 詳しくはこちら
（法務省HP）

法人
の方

所有者の
●現在の氏名 ●氏名ふりがな
●住所 ●生年月日
●メールアドレス
を法務局に申し出る

❶令和７年４月21日より前に
不動産の所有者として登記されている場合

Webブラウザで
かんたんに
できます

登記の申請書に
●新たに所有者となった方の氏名
●氏名ふりがな ●住所 ●生年月日
●メールアドレス
を記載して申請する

❷令和７年４月21日以降に
不動産の所有者として登記する場合

所有者の
●会社法人等番号
を法務局に申し出る

❶令和６年４月１日より前に
不動産の所有者として登記されている場合

オンラインで
かんたんに
できます

登記の申請書に
●新たに所有者となった方の名称 ●住所
●会社法人等番号
を記載して申請する

❷令和６年４月１日以降に
不動産の所有者として登記する場合

日本国外に居住している方や会社法人等番号のない法人は、スマート変更登記をご利用できないため、
住所・名前に変更があった場合には、「住所等変更登記の申請」をする必要があります。

変
更
登
記
の
流
れ

所有者

①検索用情報の申出（無料）
②定期的に照会

③変更の意思を確認（メール）

④本人の了解 ⑤職権で変更登記（非課税）

不動産
登記システム 住基ネット

変
更
登
記
の
流
れ

所有者

①会社法人等番号の申出（無料）

③職権で変更登記（非課税）

不動産
登記システム

②通知 商業・法人
登記システム
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全宅連より
お知らせ

会員のみなさまへ

電話無料相談のご案内

不動産契約書及び重要事項説明書に関する電話無料相談

相　談　内　容
● 不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容について、実務に精通した
相談員が対応致します。

● 取引上のトラブル等につきましては、お受けできませんのでご了承ください。

相　談　日　時 月～金曜日 午後1時～午後4時30分（祝日・年末年始、その他本会が定める日は除く）

相　談　方　法
● 電話のみ
● 以下の番号に直接お電話ください。（予約不要）
　【TEL】 03-5821-8111

本会では、全宅連傘下の47都道府県宅建協会の会員様を対象に、
無料電話法律相談を実施しています。

弁護士による宅建業に係る無料電話法律相談

開　催　日　時 毎週金曜日　午後1時30分～午後4時30分（休日の場合は実施いたしません。）
※詳しくは「開催日程」をご確認ください。

ご利用対象者 宅地建物取引業協会会員に限定させていただきます。
※ご予約に当たり、宅地建物取引業協会会員かどうかを確認させていただきます。

ご相談いただける
内 容 等

宅地建物取引及びそれに付随する法律事項となります。不動産法務に造詣の深い弁
護士が対応いたします。
※ご相談は1回15分以内、相談内容は1回につき1件とさせていただきます。

ご 予 約 方 法

予約できるのは、相談日の30日前からとなります。
予約締切は、開催日前日の15時までとなります。それ以降の受付は一切承れません。
相談時間は指定できません。
複数の予約を行うことはできません。
予約後の別開催日への変更はできません。
予約をキャンセルし、別開催日を予約することとなります。
予約キャンセルは開催日前日の15時までとなります。

詳しくは全宅連HP「会員の方へ（ハトサポ）」をご確認ください

不動産税務に関する電話無料相談

相　談　内　容 不動産に関する税金全般の相談に本会顧問税理士が対応致します。

相　談　日　時 毎月第3月曜日　午後1時30分～午後3時  ※7・8月を除く  ※月曜日祝日の場合は翌週月曜日

相　談　方　法
● 電話のみ
● 以下の番号に直接お電話ください。（予約不要）
　【TEL】 03-5821-8181
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一般財団法人 不動産適正取引推進機構

公益財団法人 不動産流通推進センター

開　催　日　時 午前10時～午後4時まで （土日祝日、年末年始を除く）

相　談　内　容 不動産取引に関する相談（消費者、不動産業者等のご相談に応じます）

相　談　日　時 午前10時～午後3時まで （土日祝日、年末年始を除く）

相　談　方　法 電話相談専用　03-5843-2081

不動産取引（売買契約・賃貸借契約の締結等）に関する相談

相　談　方　法 電話相談専用　0570-021-030（ナビダイヤル）

中国地区不動産公正取引協議会

相　談　内　容 不動産広告に関する相談

相　談　日　時 随時

相　談　方　法 電話　082-243-9906

詳しくは、https://www.retio.or.jp/consul/index.html

詳しくは、https://www.retpc.jp/shien/soudan/

〈その他の相談窓口〉

相　談　内　容
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宅地建物取引業者名簿登載事項変更届について
届出期限 30日以内 正本１部、副本２部を免許権者へ提出してください。

届出が必要となる変更事項 備　　　考

商号または名称変更（本店・支店）

代表者変更（本店・支店）　-法人のみ

代表者の氏名変更

政令で定める使用人変更（本店・支店）

政令で定める使用人の氏名変更（本店・支店）

法人役員変更（本店）

法人役員の氏名変更（本店）

事務所所在地変更（本店・支店）

従たる事務所（支店）新設及び廃止

専任の取引士変更及び増員（本店・支店） 専任の取引士に欠員が生じた場合、２週間以内に補
充しなければ、業務停止処分となります。

専任の取引士の氏名変更

従業者（本店・支店）
大臣免許の場合、従業者に変更が生じた際には免許
権者への変更の届出は必要ありませんが宅建協会へ
備付の従業者名簿をご提出いただく必要がございま
す。（FAX可）

宅建協会への届出について
　免許権者へご提出の後、収受印が押印されたものの写しを宅建協会へご提出ください。（FAX可） 
　なお、宅建協会の会費請求につきましては、4月1日及び10月1日現在の本会に登録された従業
員数をもとに算出されますので、従業者の変更届出をなされた際には速やかに協会までご連絡く
ださいますようお願い申し上げます。

ご注意下さい！ 免許権者へ提出された書類が自動的に宅建協会へ送られることはあり
ませんのでご注意ください！
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宅地建物取引業免許更新の手続きについて
手続き期限 有効期間満了日の90日前から30日前まで

　免許更新手続きの申請は有効期間満了日の90日前から30日前までに必ず手続きを行ってくださ
い。万が一、免許を失念した場合は以下のような取扱いとなります！

新規免許業者として新たに免許申請が必要となります

新規免許業者となるため、免許番号が変更となり更新回数も（1）となります

新規免許業者となるため、宅建協会に対して新たに入会申込が必要となります

新規免許業者となるため、改めて宅建協会入会金や分担金等の費用が必要となります

ご注意下さい！

悪い例…………
宅地建物取引業者名簿登載事項に変更があったにもかかわらず、30日以内の
届出を行わず、宅地建物取引業免許更新時に申請書とあわせて変更届を提出
してしまった！
宅建業法９条違反　「50万円以下の罰金」

宅地建物取引業廃業届の提出について
　宅地建物取引業を廃業される場合、免許権者へ提出した「廃業等届出書（免許権者の収受印付）」
の写しを宅建協会へご提出いただき退会手続きを完了してください。（FAX可）ご提出いただいた
書類をもとに弁済業務保証金分担金の返還手続きを開始しますので、速やかにご提出いただきま
すようお願い致します。

※�弁済業務保証金分担金の返還手続きについては、官報掲載後6ヶ月間は、会員との宅地建物取引によって
損害を受けた消費者等が弁済業務保証金の還付を受ける為の認証申し出を受付ける期間になりますので、
その後、分担金返還の手続きを行い（約2～3ヶ月）官報掲載料・事務手数料（会費未納があれば未納会費分）
を差し引いた金額を返金いたします。ただし、この間に消費者等から認証の申し出がありますと、認証の
可否が出るまでは分担金返還の手続きができません。
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従業者証明書の取り扱いについて
　従業者証明書の携帯につきましては宅地建物取引業法の第48条に定められております。
　今一度、「従業者証明書番号の付し方」をご確認のうえ、正しい従業者証明書番号を記載してい
ただきますようお願い申し上げます。

兼業を行っている場合、全く不動産取
引に関与しない部署の従業者は、発行
の対象外である。ただし不動産取引を
専業とする場合は、代表者・役員・非常
勤役員・取引に従事する者・直接、取引
に従事しない者・アルバイトに至るまで
全ての者を発行の対象とする。

携帯

①従業者証明書番号の付し方について
　従業者証明書番号の付し方　第1・2桁 → 雇用（開業）した西暦年の下2桁
　　　　　　　　　　　　　　第 3・4桁 → 雇用（開業）した月
　　　　　　　　　　　　　　第 5・6桁 → 事務所毎の従業者の番号
　（例） 代表者以下5名の不動産会社
　（1）代表者Ａ　創業年月日 → 1971年 4月6日、従業者番号1番の場合
　　  　　　　　 従業者証明書番号 → 「71  04  01」
　（2）従業者Ｂ　雇用年月日 → 1978 年10月8日、従業者番号2番の場合
　　  　　　　　 従業者証明書番号 → 「78  10  02」
　（3）従業者Ｃ　雇用年月日 → 1998 年 2月15日、従業者番号5番の場合
　　  　　　　　 従業者証明書番号 → 「98  02  05」
②その他
　（1）従業者証明書の有効期間 → 5年以内
　（2）従業者証明書の発行範囲 → 

　

　（3）アルバイトが持つ従業者証明書の
　 　有効期間 →
　  　アルバイト期間等を考慮して短く区切
　  　り発行する。
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法定講習は
WEB講習が便利です!

更新対象者には有効期限の約3か月前に受講案内を送付予定です。

WEB法定講習は、オンライン上で講習動画を視聴いただき、
効果測定を修了された方に新宅地建物取引士証を交付する講習です。

WEB環境があれば、受講期間内にお好きな時間、
お好きな場所で講習動画を視聴できます。

9割の方が
web受講を選択
しています!!

https://www.hato-web.or.jp/legal-seminar/

Web法定講習とは?
●オンデマンド配信により自宅等でお好きな時間に受講視聴が可能。
●指定開始日から28日以内に受講。

法定講習（座学）の日程（令和8年1月現在予定）

講習日 会　場 対象者 受講内容発送時期

2

1

令和9年1月15日

令和8年7月14日

10月上旬

4月上旬

令和9年1月15日～令和9年7月14日

令和8年7月14日～令和9年1月13日

大　田

大　田

宅地建物取引士証の有効期限の時期により、
本会会員の方でも、他団体から更新案内が届
く場合がありますが、本会より必ずご案内をお
送りしますので会員の皆様におかれましては、
本会の法定講習を受講していただくよう
お願い申し上げます。

詳細は島根県宅建協会
ホームページに掲載しています。 ▶

座学の法定講習とは？
●指定日に会場にて受講。
●受講後に確認テストを行います。

※座学会場運営について
 ・駐車場は周辺の有料駐車場あるいは公共交通機関をご利用ください。
 ・昼食の用意はありません。ご自身でご用意ください。
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無料相談会のお知らせ
　（公社）島根県宅地建物取引業協会及び
（公社）全国宅地建物取引業保証協会島根
本部が共同運営する不動産無料相談所では
毎月第2金曜日に、不動産に関する各種の
相談業務を行っております。専門の相談員
が対応いたしますので、お気軽にご相談く
ださい。

■県下各地域において相談を受付けています。最寄りの相談所までご連絡をお願いします。

反社会的勢力排除に向けて
　「暴力団排除条例」に対応するため、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課の指導の下、国
土交通省総合政策局不動産業課の協力を得て、「売買契約書」「媒介契約書」「賃貸住宅契約書」に
おいて反社会的勢力との取引を排除する規定（反社会的勢力排除条項）を設けておりますので、
取引にあたっては本書式をご使用ください。【会員限定】

無料相談会実施日
令和8年
	 2月13日㈮	 3月13日㈮	 4月10日㈮
	 5月　8日㈮	 6月12日㈮	 7月10日㈮
	 8月　7日㈮	 9月11日㈮	 10月　9日㈮
	11月13日㈮	 12月11日㈮

実施時間

午後1時〜午後4時まで
※�ご相談の際には、事前に最寄りの相談所まで御連絡のうえ、取引に係る書類（契約書、
重要事項説明書等）をご持参下さい。
※文書・電子メールでの相談は受け付けておりません。
※�苦情解決の申出の受付事務については、（公社）全国宅地建物取引業保証協会島根本
部にて休業日を除く平日の午前9時〜午後5時（来所のみ）行っております。

　公益法人である当協会は、一般消費者に対する啓蒙活動として、県及び警察との連携を図り、県
下から無免許で不動産取引を行う宅地建物取引業法違反者を排除するために、情報提供するなど
の協力体制を充実します。不動産取引において不正な業務を行う者の情報がありましたら、協会ま
でお知らせください。

公益社団法人 島根県宅地建物取引業協会・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会島根本部

しない！させない！無免許業者の不動産取引

◎取引の事実（日時・取引物件概要・取引の相手）　◎取引をした者の氏名、住所、電話番号、名刺など例えば

松江宅建センター
松江地域

〒690-0063 島根県松江市寺町210
（島根県不動産会館2F）
TEL （0852）25-6537

大田宅建センター
大田地域

〒694-0041　大田市長久町
長久字宮の前ロ178-2
（T・M不動産内）
TEL （0854）82-4610

出雲宅建センター
出雲地域

〒693-0001 出雲市今市町869-7
（信和ビル１Ｆ）
TEL （0853）22-8910

浜田宅建センター
浜田地域

〒697-0024 浜田市黒川町4208
（堀本ビル２Ｆ）
TEL （0855）22-5536

益田宅建センター
益田地域

〒698-0024 益田市駅前町35-6
TEL （0856）23-4088
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　父親から相続した物件を売却した売主が、
「居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特
例」が受けられなかったとして、仲介会社は、
媒介契約上の善管注意義務もしくは信義則上
の義務等として、税金の特例の適用の有無等
について調査確認をし、売主が損害を負わな
いよう配慮すべき注意義務を負うとして、仲
介会社に損害賠償を請求した事案で、仲介会
社は税法上の規定等を調査説明する義務は負
わないとして、売主の請求を棄却した事例。

  1　事案の概要
　X(原告、個人)らは、令和2年11月頃、Y(被
告、宅建業者)との間で、Xらが相続した土地
建物(本件不動産)の売却について専属専任媒
介契約を締結し、令和3年2月、Yの仲介により、
株式会社Aとの間で、本件不動産を4500万円
で売却する旨の売買契約(本契約)を締結した。
本契約では、建物も売買対象に含んでおり、
特約で、引渡から30日以内に、買主が建物を
解体する旨が記載されていた。
　Xらは、本契約において、建物を取り壊さ
ずに土地と共に売却したため、居住用財産に
係る譲渡所得の特別控除の特例(本件特例)を
受ける要件(売主が建物取壊しをしたうえで譲
渡する)を満たさなかった。(本契約当時の税
制特例要件によるもの)
　Xらは、Yは、Xらに対し、本件特例の存在
を一度も説明していないばかりか、本件不動産
の売却後に買主が本件建物を解体するという
明らかに本件特例が適用されない売却方法を

提案して、本契約を締結させた。また、Yは、
Xらに対し、本件特例の適用の可否について税
理士等に確認を求めるようにも告げていない。
　したがって、Y従業員には注意義務違反が
あり、Yは、債務不履行責任及び使用者責任
を負うとして、損害賠償等を求めて、本件訴
訟を提起した。

  2　判決の要旨
　裁判所は、以下のとおり判示し、Xらの請
求を棄却した。
⑴　本件特例の適用の有無等について調査説

明する注意義務について
　Xらは、Yが本件特例の適用の有無等につい
て調査確認し、これをXらに説明する注意義
務に反したと主張するが、Xらと媒介契約を
締結した宅地建物取引業者であるYは、依頼
者であるXらに対し、善管注意義務を負うほ
か、信義を旨とし、誠実にその業務を行わな
ければならないとされているものの、税の専
門家ではないので、自ら税法上の優遇措置等
について説明して勧誘したなどの特段の事情
のない限り、当該取引に関係する税法上の規
定等について調査し依頼者に告知する義務を
負うものとは認められない。本件において、
XらとYの間で本件特例や本契約に係る具体的
な課税額等について具体的な話がされたとの
事実は認められない。さらに、認定事実によ
れば、Xらは専ら友人から本件特例について
の情報を得ていたものであり、Yが本件特例
によって所得税の控除を受けられる可能性が

不動産売買に係る税金の特例について仲介会社には調査説
明義務は無いとして売主の損害賠償請求が棄却された事例

（東京地判　令 6・4・22 判例秘書 L07930942）
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あることを理由として本件不動産の売却を勧
誘したなどの事情は認められない。
　したがって、Yが、本件特例の適用の有無
等について調査確認し、これをXらに説明す
る注意義務を負っていたとは認められないの
で、Yが、本件不動産の売却の仲介に当たって、
Xら主張に係る注意義務に違反したというこ
とはできない。

⑵　本件特例の適用の可否について税理士等
に確認を求めることを告知すべき注意義務
について
　前記のとおり、Yは宅地建物取引業者では
あるものの、税の専門家ではないので、特段
の事情のない限り、YがXらに対し、積極的に
本件特例の存在を告知する義務があるとはい
えない。
　確かに、建物を残したまま売却すれば本件
特例の適用がなくなる可能性がある旨伝えな
かったことについては、不親切な面があった
といえるが、Yは、Xらに対して本件建物を残
したまま売却することをあらかじめ伝えてい
たのであるから、Xらが本件特例の適用を受
けようとするのであれば、それは自らの納税
義務に関わることであるから、原則として、
その要件等を自ら調査したり、税理士等に相
談するなどした上で、建物を取り壊してから
売却したい旨の希望を自らYに伝えるべきも
のである。
　また、YがXらに対して交付した本契約案内
や重要事項説明書には、税金については税理
士等への確認をするよう促す文言が記載され
ていたのであり、少なくともXらがこれを交
付された以降は、Yが課税について了知して
おらず、税理士等の専門家への確認を促して
いたことをXらにおいて認識できたものと認

められる。
　したがって、Yは、本件特例の存在をXら
に告知する義務は認められないところ、Yは、
税金については税理士等に確認するようにと
の一般的な説明を行っていたといえる。
　そうすると、Yが、本件不動産の売却の仲
介に当たって、Xら主張に係る注意義務に違
反したということはできない。

⑶　結論
　以上によれば、Xらの請求は、いずれも理
由がないからこれらを棄却する。

  ３　まとめ
　本件は、不動産売買取引における税金の特
例を受けられなかった売主が、仲介会社に対
して、税金特例の調査説明義務違反を訴えた
事案である。
　取引における税金の特例については、契約
当事者にとっては、重要な要素であり、宅建
業者の責任を求める紛争事例も散見されるが、
税金相談については、税理士法52条で税理士
以外の者が行うことは禁止されているため、
契約当事者に対して、そのことを説明認識し
てもらい、税金に関する相談や調査は、取引
当事者自身で税務署・税理士に行うことを理
解いただくことが重要である。
　本事例のように宅建業者には税金特例につ
いて説明すべき義務は無いとした判例(東京地
判R6.4.22判例秘書)や、税金の特例が利用で
きるとして取引を勧誘した媒介業者には責任
があるとして、損害賠償金の支払を命じた判
例(東京地裁S49.12.6判例タイムズ)について
も参照されたい。

(一財)不動産適正取引推進機構「RET10」より抜粋
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不動産広告表示の相談事例

■予告広告の段階で販売した場合の取扱い
　新築分譲マンションの予告広告を行ったところ、予想を超える集客がありました。
本広告を行わずに販売することはできますか？

　予告広告は、「本広告 ( 第 8 条に規定する
必要な表示事項を全て表示して物件の取引の
申込みを勧誘するための広告表示をいう。)
に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告
知する広告表示」( 表示規約 4⑥⑶ ) をいい、
本広告をすることを前提として表示規約第 8
条で定める必要な表示事項の一部の省略を特
例として認めているものです。
　したがって、本広告を行わずに販売した場
合には、当該広告はもはや予告広告とは認め

られず、必要な表示事項を記載していない違
反広告であり、また、予告広告に必ず記載し
なければならない事項の一つである「本広告
を行い取引を開始するまでは、契約又は予約
の申込みに一切応じない旨及び申込みの順位
の確保に関する措置を講じない」ことに反す
る行為でもありますので、予想を超える集客
があったとしても本広告を行わずに販売 ( 売
買契約の締結 ( 予約を含む。)) をすることは
できません。

■「会員限定分譲」と称して本広告実施前に販売した場合の取扱い
　第 1 期の新築分譲マンションの予告広告をホームページや住宅情報誌で行ってお
りますが、予想以上に反響があり、モデルルームに多数の購入希望者が来ています。
そこで、本広告を行う前に購入希望者が「○○マンション倶楽部会員」に入会すれ
ば一般分譲に先駆けて販売することとし、来場者に「○○マンション倶楽部会員限
定分譲のお知らせ　○月○日から先着順登録開始」等と記載した電子メールを送り
たいと考えていますが、問題あるでしょうか。

　予告広告を行った場合は、本広告を行うま
では、契約又は予約の申込み及び申込みの順
位の確保につながる行為はできません。
　予告広告は「……価格等が確定していない
ため、直ちに取引することができない物件に
ついて、その本広告に先立ち、その取引開始
時期をあらかじめ告知する広告表示をいう。」
( 表示規約 4⑥⑶ ) と規定し、第 8条に規定
する必要な表示事項のうち、新築分譲マン
ションの場合は、価格、販売戸数、管理費等
の一部の事項を省略できる代わりに、①予告
広告である旨、②価格が未定である旨、③販
売予定時期、④本広告を行うまでは、契約又
は予約の申込みに一切応じない旨及び申込み
の順位の確保に関する措置を講じない旨、並
びに⑤予告広告をする時点において、販売戸

数が確定していない場合は、( ア ) 販売戸数
が未定である旨、( イ ) 物件の取引内容及び
取引条件は、全ての予定販売戸数を基に表示
している旨及びその戸数、( ウ ) 当該予告広
告以降に行う本広告において販売戸数を明示
する旨を記載するよう定めています ( 表示規
則 5② )。
　したがって、本広告を実施する前に来場者
に対し「○○マンション倶楽部会員限定分譲
のお知らせ　○月○日から先着順登録開始」
等と記載した電子メールを送り販売を開始す
ることは、この規定に違反することになります。
たとえ反響が多くあったとしても、お尋ねのよ
うな広告はできませんので、必ず本広告を行っ
てから販売してください。

「不動産広告の実務と規則13訂版」より引用
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物件広告時の注意事項

不動産物件広告（インターネット、新聞、チラシなど）を掲載す
る際には、必ず、所属団体名「（公社）島根県宅地建物取引業
協会」と「中国地区不動産公正取引協議会加盟」の表示をお
願いします。

ご注意
ください

表示規約第8条に基づき、
必ず所属団体名・
不動産公正取引協議会加盟を
表示してください。

「広告の開始時期の制限（宅建業法第33条）」
についてのお知らせ

　今般、島根県より「広告の開始時期の制限」について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
　不動産広告の開始時期の制限については、宅地建物取引業法第33条において取決めがなされて
おり、未完成の宅地または建物においては、売買その他の業務に関する広告の開始時期が制限され
ています。
　都市計画法第29条の開発許可や建築基準法第６条の建築確認その他の法令による許可等の処
分で政令（令第２条の５）で定めるものがあった後でなければ、売買その他の業務に関して広告をして
はならなず、「その他法令による許可等の処分で政令で定めるもの」には、農地法上の許可も含まれて
おります。
　したがいまして、未完成宅地（現況：農地）の売り出し広告で「農地転用を要する」などと明示された
ものに関しては、必要な許可が下る前の広告とみなされ、法33条に抵触するおそれがでてきますので
ご注意ください。

事業者自らが売主として取引する場合、売主等を代理又は媒介することによって売買、
交換又は貸借を成立させるこという。売買その他の業務とは

ご注意
ください
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「物件検索レンタル」とはハトサポ BBで登録した物件情報を、自社ホームページにスムーズに掲載
できるサービスです。ハトマークサイトに準じた検索機能を標準搭載しており、条件に合った物件を
簡単に検索可能！自社ホームページの利便性を高め、より充実したコンテンツを提供できます。
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宅宅地地やや建建物物のの（（専専属属））専専任任媒媒介介契契約約をを締締結結ししたたらら
レレイインンズズのの「「スステテーータタスス管管理理機機能能」」をを活活用用ししままししょょうう！！

ごご自自身身のの売売りり出出しし物物件件のの取取引引状状況況をを確確認認すするるここととでで、、円円滑滑なな売売買買契契約約のの締締結結にに役役立立ちちまますす！！

物件の売主の皆様へ

レインズの「ステータス管理機能」をご存じですか？

宅地や建物の媒介契約には、「①専属専任媒介契約」「②専任媒介契約」「③一般媒介契約」の３種類があり、
このうち①及び②を締結した際は、宅地建物取引業法により、宅建業者に、売り出し物件のレインズへの登録、
売主への登録証明書の交付や定期的な業務状況の報告等が義務付けられています。

「レインズ（REINS）」とは宅地建物取引業法に基
づき、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機
構が運営しているコンピューターネットワークシス
テムです。登録された物件情報は宅建業者間で共有
され、不動産取引が円滑に行われるためのツールと
して、広く利用されています。

日常生活で水道、電気、ガスが欠かせないように、
レインズは、不動産取引を行なううえでなくてはな
らないインフラ（基盤）となっています。

レインズとは

出典：REINS TOWER http://www.reins.or.jp/about/

媒介契約とは

ステータス管理機能とは、取引の透明性を高め、売主の皆様の利益を保護するために、レインズ上において、
（専属）専任媒介契約を締結した売り出し物件の取引状況（ステータス）を登録する機能です。登録項目は
「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の３種類で、売主の皆様は「売主専
用画面」にアクセスし、自身の物件がどんな状況にあるのかを確認することができます。

国土交通省 公益財団法人東日本不動産流通機構
公益社団法人中部圏不動産流通機構

公益社団法人近畿圏不動産流通機構
公益社団法人西日本不動産流通機構

ステータス管理機能は「囲い込み」の防止にも役立ちます！
「囲い込み」とは、一部の宅建業者が自社の利益のため、売主・買主双方の媒介を行うことを目的として、故意に
物件の取引状況を隠し、売主の意向に反して物件の紹介を行わないような行為を指します。こうした行為は、早期
の成約可能性を狭め、売主や買主の利益を損なう可能性があり、市場の公正を害するものです。
（例：事実に反して「売主都合で一時紹介停止中」と虚偽登録し、他の業者への紹介を意図的に拒否する等）
売主の皆様がステータス管理機能を活用し、物件の取引状況を把握することは、円滑な売買契約の締結に役立つだ
けでなく、囲い込み行為の防止にも繋がります。

取引状況を確認したら、
覚えがないのに

「売主都合で紹介停止」に
なっている･･･ 依依頼頼ししたた宅宅建建業業者者にに

問問いい合合わわせせ

誤った取引状況登録が是正され、
買主側の宅建業者から物件への
問い合わせが可能になります

このチラシに関する
お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 ☎：03-5253-8111（代表）
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ステータス管理の仕組み（イメージ）

物物件件媒媒介介契契約約のの締締結結

宅宅建建業業者者
（（売売主主側側））

売売主主

レレイインンズズへへのの登登録録

レインズ売主
専用画面

売主

宅建業者（買主側）

購購入入媒媒介介契契約約

購入希望者

交交渉渉・・売売買買契契約約

【【スステテーータタスス管管理理機機能能ははここんんななここととにに役役立立ちちまますす！！】】
例えば物件の取引状況が「売主都合で一時紹介停止中」になっていると、
買主側の宅建業者は物件の問い合わせができず、取取引引がが開開始始さされれまませせんん。。
最新の取引状況が登録されているか、適時確認しましょう。売売主主のの皆皆様様

がが取取引引状状況況をを確確認認すするるここととでで、、円円滑滑なな売売買買契契約約のの締締結結にに役役立立ちちまますす！！

購購
入入
申申
込込
みみ

売主

宅建業者（買主側）

購入希望者

宅建業者（売主側）

物物件件のの問問いい合合わわせせやや
内内見見調調整整ななどど

レインズ売主
専用画面 レレイインンズズにに取取引引状状況況

のの変変更更をを登登録録

令和７年１月からステータス管理機能が使いやすくなります！NEW

令和７年１月から、宅建業者から配布される「登録証明書」の二次元コードを読み取ることで、「売主専
用画面」に簡単にアクセスし、取引状況を確認することができるようになります！

●●レレイインンズズのの売売主主専専用用画画面面

登録内容や取引状況が確認できます
└ 「公開中」
「書面による申込みあり」
「売主都合で一時紹介停止中」

●●レレイインンズズへへのの登登録録証証明明書書
（（宅宅建建業業者者かからら売売主主のの皆皆様様へへ交交付付さされれまますす））

二次元コードから
簡単アクセス！

（確認用ID・PWが必要です）

「公開中」の
いい物件がある！

掲掲載載物物件件のの
情情報報をを確確認認

購入したい！

取引状況は
「公開中」

取引状況が
変更された

報報
告告

●●●●●●● ●●●●」

●●●●●●● ●●●●
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新入会員紹介（R. 8. 1. 1現在）

会 員 数 279名

既存会員の皆様へ
皆様のお知り合いの方などで不動産業開業をご検討の方が
いらっしゃいましたら是非、 本会への入会をお勧めいただ
きますようお願いいたします。

全国で約10万名の会員　県内宅建業者の約7割が加盟
安心で確実な不動産取引をハトマークはお約束します

開業するなら宅建協会へ

①営業保証金（1,000万円）の供託に代わり弁済業務保証金分担金（60万円）を納付して営業を開始できます。
②新規入会者に対するセミナーをはじめ、宅地建物取引業に従事する者及びこれから従事しようとする者に
対する研修会を実施し、会員の資質向上を図っています。
③広報誌の発行、法令改正等の情報提供、レインズシステム、ハトマークサイトなどの各種ネットワーク活用
による広域的な情報の交流等、宅地業務に関する活動をサポートします。
④会員業者を守る宅建取引士賠償責任保証制度へ加入できます。

宅建協会ホームページ　https://www.hato-web.or.jp
問い合わせ先 松江市寺町210-1

TEL.0852-23-6728　FAX.0852-21-8036（公社）島根県宅地建物取引業協会

総会資料はウェブで
ご確認ください

通知書面
アクセス
URL

ウェブで
確認

総会資料

・開催日が近づきましたらウェブサイトへのアクセス方法等を記載した
招集通知書面をお送りします。
・総会資料の全文はウェブサイトにアクセスすることで確認できます。
※紙での総会資料の作成及び配付はございませんので、総会当日は資料をプリント
アウトしてご参加ください。
※インターネットを利用することが困難でウェブ上の資料が確認できない方は、そ
の旨を事務局までお申し出ください。

令和8年度総会は、令和8年5月28日に開催予定です。

宅建協会会費納入についてのお知らせ
毎年、4月1日（前期）、10月1日（後期）時点で本会会員資格を
有する会員の皆様に会費を納入いただいております。

■会費は半期（前期・後期）に分けて納入いただいております。
■各種会費は4月1日（前期）、10月1日（後期）現在の情報でご
案内いたします。納入いただきました会費は年度途中退会
などされましても返還はできませんのでご了承ください。

■準会員数につきましては、4月1日及び10月1日現在の本会
に登録された従業員数をもとに算出されますので、従業者
の変更届出をなされた際には速やかにご連絡ください。

浜田 商号又は名称 浜田ビルメンテナンス株式会社
代 表 者 石井　信幸
専任取引士 島内　直美
事務所所在地 〒697-0052  浜田市港町299-17
T E L 0855-22-1598
F A X 0855-22-2098

松江 商号又は名称 株式会社イロドリ
代 表 者 伊藤　千明
専任取引士 權田　健志
事務所所在地 〒690-0017  松江市西津田2-11-12
T E L 0852-61-9111
F A X 0852-61-9112

益田 商号又は名称 株式会社丸惣益田
代 表 者 齋藤　修二
専任取引士 佐々木　久美子
事務所所在地 〒699-5132  益田市横田町413-1
T E L 0856-31-5115
F A X 0856-25-2100




